
○総行情第７２号

「自治体クラウド推進本部」設置要綱を次のように定める。

平成２２年７月３０日

総務大臣 原口 一博

「自治体クラウド推進本部」設置要綱

（設置）

、 、第１条 地方自治体業務に対するクラウドの導入は 行政コストの大幅な圧縮

実質的な業務の標準化の進展、住民サービスの向上のための電子自治体の確

、 、 、立 我が国経済の活性化 国際競争力向上の観点から喫緊の政策課題であり

省内関係部局が一体となって、その総合的かつ迅速な推進を図るため、自治

体クラウド推進本部（以下「本部」という ）を置く。。

（所掌事務）

、 、第２条 本部は 自治体クラウドの全国展開に向けた取組を推進するとともに

住民サービスの向上のための電子自治体の確立に向けた関連課題について検

討を行う。

（１）自治体クラウド導入に伴う地方自治体のネットワークに関すること

（２）自治体クラウド導入に伴う業務の見直しや標準化に関すること

（３）その他住民サービスの向上のための電子自治体を確立するために必要

な方策に関すること

（本部組織）

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

２ 本部長は、総務大臣をもって充てる。

３ 副本部長は、総務副大臣、総務大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官（地域

主権、地域活性化及び地方行政担当）をもって充てる。

４ 本部員は、別紙に掲げる職員をもって充てる。

（本部長の職務）

第４条 本部長は、本部を統括する。

（副本部長の職務）

第５条 副本部長は、本部長が不在の際にその職務を代行する。

（本部会議）

第６条 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

２ 本部長は、必要に応じて、関係団体の代表者等に対して本部会議への出席

を要請することができる。

（幹事会）

第７条 本部の下に幹事会を置く。

２ 幹事会は、顧問、幹事長、幹事長代理及び幹事をもって組織する。

３ 顧問は、総務副大臣をもって充てる。

４ 幹事長は、総務大臣政務官をもって充てる。

、 （ 、５ 幹事長代理は 地域力創造審議官及び官房審議官 地方行政・電子自治体

選挙担当）をもって充てる。

６ 幹事は、別紙に掲げる職員をもって充てる。



（有識者懇談会）

第８条 本部の下に有識者懇談会を置く。

２ 懇談会のメンバーは、総務大臣が指名する。

３ 懇談会のメンバーは、推進本部における検討、実施状況の説明を受け、意

見を述べる。

（庶務）

第９条 本部の庶務は、地域力創造グループ地域政策課地域情報政策室が、関

係部局の協力を得て処理する。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長

が定める。

附 則

この要綱は、平成２２年７月３０日から施行する。



別 紙

自治体クラウド推進本部 本部員

事務次官、総務審議官、地域力創造審議官、官房長、行政管理局長、自治行政

局長、自治財政局長、自治税務局長、情報通信国際戦略局長、総合通信基盤局

長、政策統括官（情報通信担当 、消防庁次長）

自治体クラウド推進本部幹事会 幹事

大臣官房企画課長、行政管理局行政情報システム企画課長、自治行政局住民制

度課長、地域力創造グループ地域政策課長、地域力創造グループ地域情報政策

室長、自治財政局調整課長、自治税務局税務管理官、情報通信国際戦略局情報

通信政策課長、情報流通行政局情報流通振興課長、情報流通行政局地域通信振

、 、興課地方情報化推進室長 総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課長

消防庁総務課長

なお、幹事会はメンバーを必要に応じて随時追加することができる。


